
経理・経営内容

貸借対照表 （単位：百万円）
資産の部 令和7年3月末

現金
預け金
買入金銭債権
有価証券
　国債
　地方債
　社債
　株式
　その他の証券
貸出金
　割引手形
　手形貸付
　証書貸付
　当座貸越
外国為替
　外国他店預け
　取立外国為替
その他資産
　未決済為替貸
　信金中金出資金
　前払費用
　未収収益
　金融派生商品
　その他の資産
有形固定資産
　建物
　土地
　リース資産
　建設仮勘定
　その他の有形固定資産
無形固定資産
　ソフトウェア
　その他の無形固定資産
繰延税金資産
債務保証見返
貸倒引当金
　（うち個別貸倒引当金）

資産の部合計

29,415
710,038
3,451

461,707
88,712
78,146
250,682
1,504
42,662

1,412,490
17,048
11,078

1,355,611
28,752
705
653
52

17,075
993

13,269
62

1,579
2

1,167
32,798
7,554
22,289

11
1,395
1,546
646
480
165

14,135
12,798
△ 9,536
（△ 8,179）
2,685,726

負債の部 令和7年3月末
預金積金
　当座預金
　普通預金
　貯蓄預金
　通知預金
　定期預金
　定期積金
　その他の預金
借用金
　借入金
外国為替
　売渡外国為替
　未払外国為替
その他負債
　未決済為替借
　未払費用
　給付補塡備金
　未払法人税等
　前受収益
　払戻未済金
　払戻未済持分
　金融派生商品
　リース債務
　資産除去債務
　その他の負債
賞与引当金
役員賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
ポイント損失引当金
睡眠口座払戻引当金
偶発損失引当金
再評価に係る繰延税金負債
債務保証

負債の部合計

出資金
　普通出資金
　優先出資金
　その他の出資金
資本剰余金
　資本準備金
利益剰余金
　利益準備金
　その他利益剰余金
　　特別積立金
　　当期未処分剰余金
処分未済持分
会員勘定合計
　その他有価証券評価差額金
　土地再評価差額金
評価・換算差額等合計
　純資産の部合計
負債および純資産の部合計

純資産の部 令和7年３月末

2,572,021
178,351
1,009,911

8,471
3,318

1,305,184
45,449
21,335
200
200
76
－
76

13,173
1,313
3,119
24
591
856
94
46
－
13
778
6,334
1,059
30
669
410
62
160
316
1,434
12,798

2,602,415

26,344
13,594

－
12,750
1,317
1,317
73,607
13,204
60,403
55,431
4,972
△ 2

101,267
△ 18,988
1,032

△ 17,955
83,311

2,685,726

令和6年3月末
29,292
739,901
2,010

411,228
44,174
82,338
233,849
1,432
49,433

1,412,758
26,386
12,996

1,349,792
23,583
698
648
49

17,801
1,446
13,269

51
1,753
－

1,280
31,386
7,560
21,860

15
188
1,761
635
469
165

10,081
15,143

△ 10,442
（△ 9,028）
2,660,496

令和6年3月末

令和6年３月末

2,542,169
171,462
1,000,696

8,710
1,781

1,299,608
47,664
12,245
1,050
1,050
22
2
20

6,450
2,242
2,236
25
38
563
104
46
7
16
761
406
1,045
30
972
363
63
164
226
1,400
15,143

2,569,101

26,490
13,740
1,225
11,525
1,317
1,317
71,906
12,704
59,202
54,899
4,302
△ 0

99,714
△ 9,386
1,067

△ 8,319
91,394

2,660,496

損益計算書 （単位：千円）

科　目 令和6年度

経常収益

　資金運用収益

　　貸出金利息

　　預け金利息

　　有価証券利息配当金

　　その他の受入利息

　役務取引等収益

　　受入為替手数料

　　その他の役務収益

　その他業務収益

　　外国為替売買益

　　国債等債券売却益

　　国債等債券償還益

　　その他の業務収益

　その他経常収益

　　貸倒引当金戻入益

　　償却債権取立益

　　株式等売却益

　　金銭の信託運用益

　　その他の経常収益

経常費用

　資金調達費用

　　預金利息

　　給付補塡備金繰入額

　　借用金利息

　　金利スワップ支払利息

　役務取引等費用

　　支払為替手数料

　　その他の役務費用

　その他業務費用

　　国債等債券売却損

　　国債等債券償還損

　　その他の業務費用

29,450,528

24,736,959

18,939,932

2,909,659

2,599,450

287,917

3,250,885

1,254,350

1,996,535

364,107

63,827

75,417

1,134

223,728

1,098,575

382,163

675,456

－　

31,307

9,647

24,201,135

3,030,990

3,011,946

16,078

353

2,611

1,017,038

335,549

681,489

274,194

17,885

－　

256,309

令和5年度

27,835,710

23,219,284

18,423,944

2,313,760

2,205,152

276,425

3,125,506

1,218,938

1,906,567

860,682

68,716

414,082

1,150

376,733

630,237

－　

468,589

13,235

33,739

114,673

22,822,500

1,492,337

1,467,887

17,279

826

6,343

997,122

325,192

671,930

821,798

39,211

561,068

221,518

科　目 令和5年度 令和6年度

経費

　人件費

　物件費

　税金

その他経常費用

　貸倒引当金繰入額

　貸出金償却

　株式等売却損

　その他の経常費用

経常利益

特別損失

　固定資産処分損

　減損損失

税引前当期純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

法人税等合計

当期純利益

繰越金（当期首残高）

土地再評価差額金取崩額

土地再評価差額金振替額

当期未処分剰余金

18,978,954

12,268,441

5,910,563

799,949

899,956

－　

447,692

－　

452,264

5,249,392

182,862

148,878

33,983

5,066,530

691,433

△ 89,782

601,650

4,464,880

507,328

－　

－　

4,972,209

19,141,205

12,345,726

6,058,220

737,258

370,036

52,684

209,194

6,036

102,121

5,013,210

456,516

318,048

138,468

4,556,693

33,654

248,413

282,067

4,274,626

90,988

2,286

65,196

4,302,704

5655



経理・経営内容

貸借対照表 （単位：百万円）
資産の部 令和7年3月末

現金
預け金
買入金銭債権
有価証券
　国債
　地方債
　社債
　株式
　その他の証券
貸出金
　割引手形
　手形貸付
　証書貸付
　当座貸越
外国為替
　外国他店預け
　取立外国為替
その他資産
　未決済為替貸
　信金中金出資金
　前払費用
　未収収益
　金融派生商品
　その他の資産
有形固定資産
　建物
　土地
　リース資産
　建設仮勘定
　その他の有形固定資産
無形固定資産
　ソフトウェア
　その他の無形固定資産
繰延税金資産
債務保証見返
貸倒引当金
　（うち個別貸倒引当金）

資産の部合計

29,415
710,038
3,451

461,707
88,712
78,146
250,682
1,504
42,662

1,412,490
17,048
11,078

1,355,611
28,752
705
653
52

17,075
993

13,269
62

1,579
2

1,167
32,798
7,554
22,289

11
1,395
1,546
646
480
165

14,135
12,798
△ 9,536
（△ 8,179）
2,685,726

負債の部 令和7年3月末
預金積金
　当座預金
　普通預金
　貯蓄預金
　通知預金
　定期預金
　定期積金
　その他の預金
借用金
　借入金
外国為替
　売渡外国為替
　未払外国為替
その他負債
　未決済為替借
　未払費用
　給付補塡備金
　未払法人税等
　前受収益
　払戻未済金
　払戻未済持分
　金融派生商品
　リース債務
　資産除去債務
　その他の負債
賞与引当金
役員賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
ポイント損失引当金
睡眠口座払戻引当金
偶発損失引当金
再評価に係る繰延税金負債
債務保証

負債の部合計

出資金
　普通出資金
　優先出資金
　その他の出資金
資本剰余金
　資本準備金
利益剰余金
　利益準備金
　その他利益剰余金
　　特別積立金
　　当期未処分剰余金
処分未済持分
会員勘定合計
　その他有価証券評価差額金
　土地再評価差額金
評価・換算差額等合計
　純資産の部合計
負債および純資産の部合計

純資産の部 令和7年３月末

2,572,021
178,351
1,009,911

8,471
3,318

1,305,184
45,449
21,335
200
200
76
－
76

13,173
1,313
3,119
24
591
856
94
46
－
13
778
6,334
1,059
30
669
410
62
160
316
1,434
12,798

2,602,415

26,344
13,594

－
12,750
1,317
1,317
73,607
13,204
60,403
55,431
4,972
△ 2

101,267
△ 18,988
1,032

△ 17,955
83,311

2,685,726

令和6年3月末
29,292
739,901
2,010

411,228
44,174
82,338
233,849
1,432
49,433

1,412,758
26,386
12,996

1,349,792
23,583
698
648
49

17,801
1,446
13,269

51
1,753
－

1,280
31,386
7,560
21,860

15
188
1,761
635
469
165

10,081
15,143

△ 10,442
（△ 9,028）
2,660,496

令和6年3月末

令和6年３月末

2,542,169
171,462
1,000,696

8,710
1,781

1,299,608
47,664
12,245
1,050
1,050
22
2
20

6,450
2,242
2,236
25
38
563
104
46
7
16
761
406
1,045
30
972
363
63
164
226
1,400
15,143

2,569,101

26,490
13,740
1,225
11,525
1,317
1,317
71,906
12,704
59,202
54,899
4,302
△ 0

99,714
△ 9,386
1,067

△ 8,319
91,394

2,660,496

損益計算書 （単位：千円）

科　目 令和6年度

経常収益

　資金運用収益

　　貸出金利息

　　預け金利息

　　有価証券利息配当金

　　その他の受入利息

　役務取引等収益

　　受入為替手数料

　　その他の役務収益

　その他業務収益

　　外国為替売買益

　　国債等債券売却益

　　国債等債券償還益

　　その他の業務収益

　その他経常収益

　　貸倒引当金戻入益

　　償却債権取立益

　　株式等売却益

　　金銭の信託運用益

　　その他の経常収益

経常費用

　資金調達費用

　　預金利息

　　給付補塡備金繰入額

　　借用金利息

　　金利スワップ支払利息

　役務取引等費用

　　支払為替手数料

　　その他の役務費用

　その他業務費用

　　国債等債券売却損

　　国債等債券償還損

　　その他の業務費用

29,450,528

24,736,959

18,939,932

2,909,659

2,599,450

287,917

3,250,885

1,254,350

1,996,535

364,107

63,827

75,417

1,134

223,728

1,098,575

382,163

675,456

－　

31,307

9,647

24,201,135

3,030,990

3,011,946

16,078

353

2,611

1,017,038

335,549

681,489

274,194

17,885

－　

256,309

令和5年度

27,835,710

23,219,284

18,423,944

2,313,760

2,205,152

276,425

3,125,506

1,218,938

1,906,567

860,682

68,716

414,082

1,150

376,733

630,237

－　

468,589

13,235

33,739

114,673

22,822,500

1,492,337

1,467,887

17,279

826

6,343

997,122

325,192

671,930

821,798

39,211

561,068

221,518

科　目 令和5年度 令和6年度

経費

　人件費

　物件費

　税金

その他経常費用

　貸倒引当金繰入額

　貸出金償却

　株式等売却損

　その他の経常費用

経常利益

特別損失

　固定資産処分損

　減損損失

税引前当期純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

法人税等合計

当期純利益

繰越金（当期首残高）

土地再評価差額金取崩額

土地再評価差額金振替額

当期未処分剰余金

18,978,954

12,268,441

5,910,563

799,949

899,956

－　

447,692

－　

452,264

5,249,392

182,862

148,878

33,983

5,066,530

691,433

△ 89,782

601,650

4,464,880

507,328

－　

－　

4,972,209

19,141,205

12,345,726

6,058,220

737,258

370,036

52,684

209,194

6,036

102,121

5,013,210

456,516

318,048

138,468

4,556,693

33,654

248,413

282,067

4,274,626

90,988

2,286

65,196

4,302,704

5655



1．　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2．　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額
法）、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については決算日の
市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし市場価格
のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。

　　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
3．　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4．　有形固定資産の減価償却は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建
物附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては定額法）を採用しております。
　　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　　建　物　15年～50年
　　　その他　　5年～20年
5．　無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自金庫利用のソフトウ
ェアについては、金庫内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
6．　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産の減価償
却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額について
は零としております。
7．　外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
8．　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）
に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権に
ついては、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能
見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在
は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下
「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保
証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必
要と認める額を計上しております。

　　上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損
失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績又は倒産実績を
基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を
求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。

　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該
部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。

　　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の
評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として
債権額から直接減額しており、その金額は１３，９９９百万円であります。

9．　賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額の
うち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
10．役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込
額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

11．退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務
及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定に
あたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額
基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のと
おりであります。
　　過去勤務費用　　：その発生時の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）によ

る定額法により費用処理
　　数理計算上の差異：各事業年度の発生時の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）に

よる定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理
　　当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合設立型厚生年
金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することが
できないため、当該企業年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。
　　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金庫
の割合並びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。

　　①制度全体の積立状況に関する事項（令和６年3月31日現在）
　　　　年金資産の額 １，８３２，３００百万円
　　　　年金財政計算上の数理債務の額と
　　　　最低責任準備金の額との合計額 １，８５３，６８４百万円
　　　　差引額 △ ２１，３８４百万円
　　②制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合　０．８６５１％（令和６年3月分）
　　③補足説明

　上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高１３４，６２３百万
円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間19年の元利均等定率
償却であり、当金庫は、当事業年度の財務諸表上、当該償却に充てられる特別掛金１６６
百万円を費用処理しております。
　なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じ
ることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しません。

12．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末
要支給額を計上しております。

13．ポイント損失引当金は、顧客に付与されたポイントの使用による費用発生に備えるため、ポ
イントの期末残高に対し翌期以降に利用されると見込まれるポイントに対する所要額を計上
しております。
14．睡眠口座払戻引当金は、負債計上を中止した預金について預金者からの払戻請求による
支払いに備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。

15．偶発損失引当金は、信用保証協会への責任共有制度に伴う負担金の支払いに備えるた
め、将来の負担金支払見込額を計上しております。
16．外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、日本公認会
計士協会 業種別委員会実務指針第25号「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関す
る会計上及び監査上の取扱い」（令和2年10月8日）に規定する繰延ヘッジによっておりま
す。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺す
る目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である
外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認
することによりヘッジの有効性を評価しております。

１７．役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収益であり、内訳として「受入為替手数
料」「その他の受入手数料」「その他の役務取引等収益」があります。このうち、受入為替手数
料は、為替業務から収受する受入手数料であり、送金、代金取立等の内国為替業務に基づく
ものと、輸出・輸入手数料、外国為替送金手数料等の外国為替業務に基づくものがあります。
　 為替業務及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、対価の受領と同時期に充足
されるため、原則として、一時点で収益を認識しております。
18．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産
に係る控除対象外消費税等は「その他の資産」に計上し、5年間で均等償却を行っておりま
す。
19．会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事
業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

　　貸倒引当金　９，５３６百万円
　　貸倒引当金の算出方法は、重要な会計方針として8.に記載しております。主要な仮定は、
「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債務者区分の判定
における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定し
ております。また、将来の業績見通しにおいて、原材料・エネルギー価格の高騰等によるコス
ト上昇など、厳しい経営環境は当面継続するものと想定されます。そのため、貸倒引当金に
は今後の経営環境の見通しに基づき業績悪化が想定される債務者について、債務者区分を

引き下げたものと仮定して算定した引当額が含まれております。なお、個別貸出先の業績変
化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る計算書類にお
ける貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
　　繰延税金資産　１４，１３５百万円
　　当金庫は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第
26号）に定める企業の分類の判断及び将来減算一時差異等のスケジューリング等に基づき
回収可能と判断される範囲内で計上しております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件
の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額
が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な
影響を与える可能性があります。
20．子会社の株式総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８百万円
21．子会社に対する金銭債務総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５４８百万円
22．有形固定資産の減価償却累計額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２，０４４百万円
23．有形固定資産の圧縮記帳額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０百万円
24．信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとお
りであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息
の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の
私募（金融商品取引法第2条第3項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」
中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるものであります。
　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額・・・・・・４０，６０４百万円
　　危険債権額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６，１４２百万円
　　貸出条件緩和債権額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２，４０４百万円
　　合計額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８９，１５０百万円
　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始
の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債
権であります。
　　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が
悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で
破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
　　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行っ
た貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該
当しないものであります。
　　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
25．手形割引は、業種別監査委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しておりま
す。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売
却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は
17,048百万円であります。
26．担保に供している資産は次のとおりであります。
　　担保に供している資産
　　　有価証券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６８，５４７百万円
　　担保資産に対応する債務
　　　預金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２，４７０百万円
　　　借用金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２００百万円
　　上記のほか、為替決済、支払保証委託契約等の取引の担保として、定期預け金５５，１１０百
万円を差し入れております。また、その他の資産には保証金５５２百万円が含まれています。
27．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債
に対する当金庫の保証債務の額は１４５百万円であります。
28．土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の
土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係
る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」とし
て純資産の部に計上しております。
　　再評価を行った年月日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成11年3月31日
　　同法第3条第3項に定める再評価の方法・・・・・・・・地価税法第16条に規定する地価税の課税
価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めた公表方法により
算定した価額等に合理的な調整を行って算定しております。
　　同法第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額
と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額・・・・・・・・・・・・△ ３，９８３百万円
29．出資1口当たりの純資産額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０６円４７銭
30．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
　　当金庫は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行っております。この
ため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理（ALM）をし
ております。
　　その一環として、デリバティブ取引も行っております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
　　当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。また、
有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及び事業推進
目的で保有しております。
　　これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに
晒されております。
　　一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。
　　デリバティブ取引にはALMの一環で行っている金利スワップ取引及び先物為替予約取引
があります。
　　当金庫では、金利スワップを時価評価しない特例処理（オフバランス処理）を適用しており
ます。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
　　①信用リスクの管理

　当金庫は、信用リスク管理規程及び信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金に
ついて、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問
題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。
　これらの与信管理は、各営業店のほか融資統括部により行われ、また、定期的に経営
陣によるALM委員会や理事会を開催し、審議・報告を行っております。さらに、与信管理
の状況については、監査部がチェックしております。
　有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスク
に関しては、資金運用部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理し
ております。

　　②市場リスクの管理
　　　ア）金利リスクの管理
　　　　　当金庫は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
　　　　　市場リスク管理規程において、リスク管理方法や手続等の詳細を明記しており、

ALM委員会において決定された方針に基づき、理事会において実施状況の把握・確
認、今後の対応等の協議を行っております。

　　　　　日常的にはリスク統括部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把
握し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、必要に応じて
ALM委員会や理事会に付議・報告しております。

　　　イ）為替リスクの管理
　　　　　統合的リスク管理において為替の変動リスクを管理しています。
　　　ウ）価格変動リスクの管理

　有価証券を含む市場運用商品の保有については、ALM委員会の方針に基づき、理
事会の監督の下、市場リスク管理規程及び資金運用規程に従い行われております。
　このうち、資金運用部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限度
額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図ってお
ります。

貸借対照表 注記
（注）

　資金運用部で保有している株式は、純投資目的及び事業推進目的で保有している
ものであり、時価の変動及び取引先の市場環境や財務状況などをモニタリングして
います。
　これらの情報は資金運用部を通じ、ALM委員会において定期的に報告されており
ます。

　　　エ）デリバティブ取引
　デリバティブ取引に関しては、取引の執行、ヘッジ有効性の評価、事務管理に関する
部門をそれぞれ分離し、内部牽制を確立するとともに、資金運用規程に基づき実施さ
れております。

　　　オ）市場リスクに係る定量的情報
　当金庫では、有価証券及び預貸金等（貸出金、預け金、預金積金他）の金利リスク量
についてVaRにより日次で計測し、取得したリスク量がリスク限度額の範囲内となる
よう管理しております。
　当金庫のVaRは分散共分散法（保有期間250日、信頼区間99％、観測期間1年）
により算出しており、令和7年3月31日（当事業年度の決算日）における当金庫の市
場リスク量（損失額の推計値）は、全体で10,633百万円です。
　ただし、ＶａＲは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での
市場リスク量を計測しており、市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉でき
ない場合があります。
　当金庫ではVaRの特性を補完するため、定期的にストレステストや金利上昇時の評
価損のシミュレーション等を実施し、自己資本に与える影響を検証しています。

　　③資金調達に係る流動性リスクの管理
　当金庫は、ALMを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場
環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しており
ます。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
31．金融商品の時価等に関する事項
　　令和7年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであ
ります（時価等の評価技法（算定方法）については（注1）参照）。なお、市場価格のない株式
等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注2）参照）。
　　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

（注1）金融商品の時価等の評価技法（算定方法）
金融資産
（1）預け金
　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
を時価としております。満期のある預け金については、残存期間に基づく区分ごとに、無リ
スク利子率で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として記載しております。

（2）有価証券
　株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によ
っております。投資信託は取引所の価格又は公表されている基準価格によっております。
　自金庫保証付私募債は、その将来キャッシュ・フローを銘柄の残存期間に対応するスワッ
プ金利に信用スプレッドを加味し、割引現在価値を算定しております。

（3）貸出金
　貸出金は、以下の①～③の方法により算出し、その算出結果を時価に代わる金額として
記載しております。
①破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが
困難な債権については、貸借対照表中の貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金控除
前の額。以下「貸出金計上額」という。）の合計額から貸出金に対応する個別貸倒引当金
を控除した価額
②①以外のうち、証書貸付のうち変動金利によるもの、及び割引手形、手形貸付、当座貸越
は貸出金計上額
③①以外のうち、証書貸付のうち固定金利によるものは貸出金の種類及び期間に基づく
区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引
いた価額

金融負債
（1）預金積金
　要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなし
ております。また、定期性預金の時価は、一定期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フロー
を割り引いて現在価値を算定しております。
　その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。

（2）借用金
　借用金のうち、固定金利によるものは、当該借用金の元利金の合計額を残存期間に基づ
く区分ごとに、無リスク利子率で割り引いて現在価値を算定し、その算出結果を時価に代
わる金額として記載しております。

デリバティブ取引
　為替予約は、先物為替相場によっております。金利スワップの特例処理によるものは、ヘ
ッジ対象とされている貸付金と一体として処理されているため、割引現在価値で算出した
時価は、当該貸付金の時価に含めて記載しております。

（注2）市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融
商品の時価情報には含まれておりません。

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

 

32．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「国債」、
「地方債」、「社債」、「株式」、「その他の証券」のほか、「買入金銭債権」が含まれております。

33．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し
出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資
金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、
３７，８９７百万円であります。
34．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。　
　繰延税金資産
　　貸倒引当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５，０８０百万円
　　退職給付引当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９１
　　有価証券評価差額金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７，６０５
　　その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２，１６０
　　繰延税金資産小計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５，０３７
　　評価性引当額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・△ ４９７
　繰延税金資産合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４，５４０
　繰延税金負債
　　土地評価益・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００
　　固定資産圧縮積立額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９２
　　その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
　繰延税金負債合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０４
　繰延税金資産の純額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４，１３５百万円
（追加情報）
　法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
     「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）」が令和７年３月31日に成立し
たことに伴い、令和８年４月１日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行
われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法
定実効税率は従来の２７．９１％から、令和８年４月１日以後開始する事業年度以降に解消が
見込まれる一時差異については２８．６０％となります。この税率変更により、当事業年度の繰
延税金資産は１２７百万円増加し、その他有価証券評価差額金は１８３百万円減少し、法人税
等調整額は１３４百万円減少しております。再評価に係る繰延税金負債は３４百万円増加し、
土地再評価差額金は同額減少しております。
35．企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」（令和2年3月31日）に基づく契約資
産等の金額は、他の資産等と区分表示しておりません。当事業年度末の契約資産、顧客との
契約から生じた債権及び契約負債の金額は、それぞれ以下のとおりであります。
　　顧客との契約から生じた債権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６５百万円
　　契約負債・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1百万円
36．追加情報
　　その他の出資金には、協同組織金融機関の優先出資に関する法律（平成5年5月12日公
布法律第44号）第15条第1項第1号の規定に基づく優先出資の消却に対応して優先出資
金から振り替えた１２，７５０百万円を計上しております。

損益計算書 注記
（注）1．　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2．　子会社との取引による収益総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３，８７９千円
　　子会社との取引による費用総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４４，０５４千円
3．　出資1口当たり当期純利益金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６円３７銭
4．　当事業年度における顧客との契約から生じる収益は、3,244,899千円であります。
5．　当期において営業用店舗について減損損失を計上しております。
　　営業用店舗については、営業店毎に継続的な収支の把握を行っていることから、基本的に
各営業店をグルーピングの最小単位としております。本部、厚生施設等については独立した
キャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。
　　このうち、建替が決定している営業用店舗について、帳簿価額を回収可能価額（正味売却
価額）まで減額し、当該減少額３３，９８３千円を「減損損失」として特別損失に計上しておりま
す。

満期保有目的の債券

国債
地方債
社債
その他

小計
国債
地方債
社債
その他

小計

種類

合　　計

貸借対照表計上額（百万円） 時価（百万円） 差額（百万円）

時価が貸借対
照表計上額を超
えるもの

時価が貸借対
照表計上額を超
えないもの

－
－
－
－
－
－

200
39,899
3,000
43,099
43,099

－
－
－
－
－
－

193
38,855
2,830
41,880
41,880

－
－
－
－
－
－

△ 6
△ 1,044
△ 169

△ 1,219
△ 1,219

その他有価証券

株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他

小計
株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他

小計

種類

合　　計

貸借対照表計上額（百万円） 取得原価（百万円） 差額（百万円）

貸借対照表計
上額が取得原価
を超えるもの

貸借対照表計
上額が取得原価
を超えないもの

1,110
6,898
3,204
13

3,681
1,175
9,184
147

370,541
85,507
77,932
207,101
40,953
411,643
420,827

441
6,843
3,168
12

3,662
1,030
8,315
168

396,226
92,524
84,737
218,964
42,710
439,106
447,421

668
55
36
0
18
145
868
△ 21

△ 25,685
△ 7,017
△ 6,804
△ 11,863
△ 1,757
△ 27,463
△ 26,594

58
188

13,269
984

14,501

区分
子会社株式（＊1）
非上場株式（＊1）
信金中金出資金（＊1）
組合出資金（＊2）
　　　合　　計

貸借対照表計上額
（単位：百万円）（＊1）子会社株式・非上場株式・信金中金出資金につ

いては、企業会計基準適用指針第19号「金融
商品の時価等の開示に関する適用指針」（令和
2年3月31日）第5項に基づき、時価開示の対
象とはしておりません。

（＊2）組合出資金については、企業会計基準適用指
針第31号「時価の算定に関する会計基準の適
用指針」（令和3年6月17日）第24-16項に基
づき、時価開示の対象とはしておりません。

（＊1）預け金のうち、期間の定めがないものは含めておりません。
（＊2）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が

見込めないもの、期間の定めがないものは含めておりません。
（注4）有利子負債の決算日後の返済予定額

預け金（＊1）
有価証券
　満期保有目的の債券
　その他有価証券のうち満期があるもの
貸出金（＊2）

合　　計

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
222,300

18,499
136,764
599,555
977,118

86,211

－
13,379
251,759
351,349

110,000

22,100
186,494
329,817
648,411

14,000

2,500
85,619
197,946
300,065

（単位：百万円）

（＊1）預金積金のうち、期間の定めがないものは含めておりません。

借用金
預金積金（＊1）

合　　計

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
200

141,957
142,157

－
1,198,615
1,198,615

－
21
21

－
2,179
2,179

（単位：百万円）

貸借対照表計上額 時　価 差　額
（単位：百万円）

（1）預け金（＊1）
（2）有価証券
　　　満期保有目的の債券
　　　その他有価証券
（3）貸出金（＊1）
　　　貸倒引当金（＊2）

　 金 融 資 産 計 　
（1）預金積金
（2）借用金（＊1）
　 金 融 負 債 計 　
デリバティブ取引（＊3）
　ヘッジ会計が適用されていないもの
　ヘッジ会計が適用されているもの

デリバティブ取引計

710,038

43,099
417,375

1,412,490
△ 9,461

1,403,029
2,573,544
2,572,021

200
2,572,221

2
－
2

704,990

41,880
417,375

1,389,701
2,553,948
2,573,489

198
2,573,687

2
－
2

△5,048

△1,219
－

△13,328
△19,595
1,467
△1

1,465

－
－
－

（＊1）預け金、貸出金、借用金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる金
額」が含まれております。

（＊2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊3）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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1．　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2．　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額
法）、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については決算日の
市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし市場価格
のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
　　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
3．　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4．　有形固定資産の減価償却は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建
物附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては定額法）を採用しております。
　　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　　建　物　15年～50年
　　　その他　　5年～20年
5．　無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自金庫利用のソフトウ
ェアについては、金庫内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
6．　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産の減価償
却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額について
は零としております。
7．　外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
8．　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）
に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権に
ついては、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能
見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在
は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下
「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保
証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必
要と認める額を計上しております。
　　上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損
失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績又は倒産実績を
基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を
求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該
部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
　　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の
評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として
債権額から直接減額しており、その金額は１３，９９９百万円であります。
9．　賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額の
うち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
10．役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込
額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
11．退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務
及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定に
あたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額
基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のと
おりであります。
　　過去勤務費用　　：その発生時の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）によ

る定額法により費用処理
　　数理計算上の差異：各事業年度の発生時の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）に

よる定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理
　　当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合設立型厚生年
金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することが
できないため、当該企業年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。
　　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金庫
の割合並びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。
　　①制度全体の積立状況に関する事項（令和６年3月31日現在）
　　　　年金資産の額 １，８３２，３００百万円
　　　　年金財政計算上の数理債務の額と
　　　　最低責任準備金の額との合計額 １，８５３，６８４百万円
　　　　差引額 △ ２１，３８４百万円
　　②制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合　０．８６５１％（令和６年3月分）
　　③補足説明

　上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高１３４，６２３百万
円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間19年の元利均等定率
償却であり、当金庫は、当事業年度の財務諸表上、当該償却に充てられる特別掛金１６６
百万円を費用処理しております。
　なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じ
ることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しません。

12．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末
要支給額を計上しております。
13．ポイント損失引当金は、顧客に付与されたポイントの使用による費用発生に備えるため、ポ
イントの期末残高に対し翌期以降に利用されると見込まれるポイントに対する所要額を計上
しております。
14．睡眠口座払戻引当金は、負債計上を中止した預金について預金者からの払戻請求による
支払いに備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
15．偶発損失引当金は、信用保証協会への責任共有制度に伴う負担金の支払いに備えるた
め、将来の負担金支払見込額を計上しております。
16．外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、日本公認会
計士協会 業種別委員会実務指針第25号「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関す
る会計上及び監査上の取扱い」（令和2年10月8日）に規定する繰延ヘッジによっておりま
す。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺す
る目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である
外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認
することによりヘッジの有効性を評価しております。

１７．役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収益であり、内訳として「受入為替手数
料」「その他の受入手数料」「その他の役務取引等収益」があります。このうち、受入為替手数
料は、為替業務から収受する受入手数料であり、送金、代金取立等の内国為替業務に基づく
ものと、輸出・輸入手数料、外国為替送金手数料等の外国為替業務に基づくものがあります。
　 為替業務及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、対価の受領と同時期に充足
されるため、原則として、一時点で収益を認識しております。
18．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産
に係る控除対象外消費税等は「その他の資産」に計上し、5年間で均等償却を行っておりま
す。
19．会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事
業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
　　貸倒引当金　９，５３６百万円
　　貸倒引当金の算出方法は、重要な会計方針として8.に記載しております。主要な仮定は、
「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債務者区分の判定
における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定し
ております。また、将来の業績見通しにおいて、原材料・エネルギー価格の高騰等によるコス
ト上昇など、厳しい経営環境は当面継続するものと想定されます。そのため、貸倒引当金に
は今後の経営環境の見通しに基づき業績悪化が想定される債務者について、債務者区分を

引き下げたものと仮定して算定した引当額が含まれております。なお、個別貸出先の業績変
化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る計算書類にお
ける貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
　　繰延税金資産　１４，１３５百万円
　　当金庫は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第
26号）に定める企業の分類の判断及び将来減算一時差異等のスケジューリング等に基づき
回収可能と判断される範囲内で計上しております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件
の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額
が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な
影響を与える可能性があります。
20．子会社の株式総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８百万円
21．子会社に対する金銭債務総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５４８百万円
22．有形固定資産の減価償却累計額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２，０４４百万円
23．有形固定資産の圧縮記帳額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０百万円
24．信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとお
りであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息
の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の
私募（金融商品取引法第2条第3項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」
中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるものであります。
　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額・・・・・・４０，６０４百万円
　　危険債権額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６，１４２百万円
　　貸出条件緩和債権額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２，４０４百万円
　　合計額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８９，１５０百万円
　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始
の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債
権であります。
　　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が
悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で
破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
　　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行っ
た貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該
当しないものであります。
　　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
25．手形割引は、業種別監査委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しておりま
す。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売
却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は
17,048百万円であります。
26．担保に供している資産は次のとおりであります。
　　担保に供している資産
　　　有価証券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６８，５４７百万円
　　担保資産に対応する債務
　　　預金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２，４７０百万円
　　　借用金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２００百万円
　　上記のほか、為替決済、支払保証委託契約等の取引の担保として、定期預け金５５，１１０百
万円を差し入れております。また、その他の資産には保証金５５２百万円が含まれています。
27．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債
に対する当金庫の保証債務の額は１４５百万円であります。
28．土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の
土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係
る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」とし
て純資産の部に計上しております。
　　再評価を行った年月日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成11年3月31日
　　同法第3条第3項に定める再評価の方法・・・・・・・・地価税法第16条に規定する地価税の課税
価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めた公表方法により
算定した価額等に合理的な調整を行って算定しております。
　　同法第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額
と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額・・・・・・・・・・・・△ ３，９８３百万円
29．出資1口当たりの純資産額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０６円４７銭
30．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
　　当金庫は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行っております。この
ため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理（ALM）をし
ております。
　　その一環として、デリバティブ取引も行っております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
　　当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。また、
有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及び事業推進
目的で保有しております。
　　これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに
晒されております。
　　一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。
　　デリバティブ取引にはALMの一環で行っている金利スワップ取引及び先物為替予約取引
があります。
　　当金庫では、金利スワップを時価評価しない特例処理（オフバランス処理）を適用しており
ます。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
　　①信用リスクの管理

　当金庫は、信用リスク管理規程及び信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金に
ついて、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問
題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。
　これらの与信管理は、各営業店のほか融資統括部により行われ、また、定期的に経営
陣によるALM委員会や理事会を開催し、審議・報告を行っております。さらに、与信管理
の状況については、監査部がチェックしております。
　有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスク
に関しては、資金運用部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理し
ております。

　　②市場リスクの管理
　　　ア）金利リスクの管理
　　　　　当金庫は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
　　　　　市場リスク管理規程において、リスク管理方法や手続等の詳細を明記しており、

ALM委員会において決定された方針に基づき、理事会において実施状況の把握・確
認、今後の対応等の協議を行っております。

　　　　　日常的にはリスク統括部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把
握し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、必要に応じて
ALM委員会や理事会に付議・報告しております。

　　　イ）為替リスクの管理
　　　　　統合的リスク管理において為替の変動リスクを管理しています。
　　　ウ）価格変動リスクの管理

　有価証券を含む市場運用商品の保有については、ALM委員会の方針に基づき、理
事会の監督の下、市場リスク管理規程及び資金運用規程に従い行われております。
　このうち、資金運用部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限度
額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図ってお
ります。

貸借対照表 注記
（注）

　資金運用部で保有している株式は、純投資目的及び事業推進目的で保有している
ものであり、時価の変動及び取引先の市場環境や財務状況などをモニタリングして
います。
　これらの情報は資金運用部を通じ、ALM委員会において定期的に報告されており
ます。

　　　エ）デリバティブ取引
　デリバティブ取引に関しては、取引の執行、ヘッジ有効性の評価、事務管理に関する
部門をそれぞれ分離し、内部牽制を確立するとともに、資金運用規程に基づき実施さ
れております。

　　　オ）市場リスクに係る定量的情報
　当金庫では、有価証券及び預貸金等（貸出金、預け金、預金積金他）の金利リスク量
についてVaRにより日次で計測し、取得したリスク量がリスク限度額の範囲内となる
よう管理しております。
　当金庫のVaRは分散共分散法（保有期間250日、信頼区間99％、観測期間1年）
により算出しており、令和7年3月31日（当事業年度の決算日）における当金庫の市
場リスク量（損失額の推計値）は、全体で10,633百万円です。
　ただし、ＶａＲは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での
市場リスク量を計測しており、市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉でき
ない場合があります。
　当金庫ではVaRの特性を補完するため、定期的にストレステストや金利上昇時の評
価損のシミュレーション等を実施し、自己資本に与える影響を検証しています。

　　③資金調達に係る流動性リスクの管理
　当金庫は、ALMを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場
環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しており
ます。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

31．金融商品の時価等に関する事項
　　令和7年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであ
ります（時価等の評価技法（算定方法）については（注1）参照）。なお、市場価格のない株式
等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注2）参照）。

　　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

（注1）金融商品の時価等の評価技法（算定方法）
金融資産
（1）預け金
　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
を時価としております。満期のある預け金については、残存期間に基づく区分ごとに、無リ
スク利子率で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として記載しております。

（2）有価証券
　株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によ
っております。投資信託は取引所の価格又は公表されている基準価格によっております。
　自金庫保証付私募債は、その将来キャッシュ・フローを銘柄の残存期間に対応するスワッ
プ金利に信用スプレッドを加味し、割引現在価値を算定しております。

（3）貸出金
　貸出金は、以下の①～③の方法により算出し、その算出結果を時価に代わる金額として
記載しております。
①破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが
困難な債権については、貸借対照表中の貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金控除
前の額。以下「貸出金計上額」という。）の合計額から貸出金に対応する個別貸倒引当金
を控除した価額
②①以外のうち、証書貸付のうち変動金利によるもの、及び割引手形、手形貸付、当座貸越
は貸出金計上額
③①以外のうち、証書貸付のうち固定金利によるものは貸出金の種類及び期間に基づく
区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引
いた価額

金融負債
（1）預金積金
　要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなし
ております。また、定期性預金の時価は、一定期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フロー
を割り引いて現在価値を算定しております。
　その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。

（2）借用金
　借用金のうち、固定金利によるものは、当該借用金の元利金の合計額を残存期間に基づ
く区分ごとに、無リスク利子率で割り引いて現在価値を算定し、その算出結果を時価に代
わる金額として記載しております。

デリバティブ取引
　為替予約は、先物為替相場によっております。金利スワップの特例処理によるものは、ヘ
ッジ対象とされている貸付金と一体として処理されているため、割引現在価値で算出した
時価は、当該貸付金の時価に含めて記載しております。

（注2）市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融
商品の時価情報には含まれておりません。

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

 

32．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「国債」、
「地方債」、「社債」、「株式」、「その他の証券」のほか、「買入金銭債権」が含まれております。

33．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し
出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資
金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、
３７，８９７百万円であります。
34．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。　
　繰延税金資産
　　貸倒引当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５，０８０百万円
　　退職給付引当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９１
　　有価証券評価差額金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７，６０５
　　その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２，１６０
　　繰延税金資産小計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５，０３７
　　評価性引当額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・△ ４９７
　繰延税金資産合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４，５４０
　繰延税金負債
　　土地評価益・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００
　　固定資産圧縮積立額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９２
　　その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
　繰延税金負債合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０４
　繰延税金資産の純額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４，１３５百万円
（追加情報）
　法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
     「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）」が令和７年３月31日に成立し
たことに伴い、令和８年４月１日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行
われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法
定実効税率は従来の２７．９１％から、令和８年４月１日以後開始する事業年度以降に解消が
見込まれる一時差異については２８．６０％となります。この税率変更により、当事業年度の繰
延税金資産は１２７百万円増加し、その他有価証券評価差額金は１８３百万円減少し、法人税
等調整額は１３４百万円減少しております。再評価に係る繰延税金負債は３４百万円増加し、
土地再評価差額金は同額減少しております。
35．企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」（令和2年3月31日）に基づく契約資
産等の金額は、他の資産等と区分表示しておりません。当事業年度末の契約資産、顧客との
契約から生じた債権及び契約負債の金額は、それぞれ以下のとおりであります。
　　顧客との契約から生じた債権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６５百万円
　　契約負債・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1百万円
36．追加情報
　　その他の出資金には、協同組織金融機関の優先出資に関する法律（平成5年5月12日公
布法律第44号）第15条第1項第1号の規定に基づく優先出資の消却に対応して優先出資
金から振り替えた１２，７５０百万円を計上しております。

損益計算書 注記
（注）1．　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2．　子会社との取引による収益総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３，８７９千円
　　子会社との取引による費用総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４４，０５４千円
3．　出資1口当たり当期純利益金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６円３７銭
4．　当事業年度における顧客との契約から生じる収益は、3,244,899千円であります。
5．　当期において営業用店舗について減損損失を計上しております。
　　営業用店舗については、営業店毎に継続的な収支の把握を行っていることから、基本的に
各営業店をグルーピングの最小単位としております。本部、厚生施設等については独立した
キャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。
　　このうち、建替が決定している営業用店舗について、帳簿価額を回収可能価額（正味売却
価額）まで減額し、当該減少額３３，９８３千円を「減損損失」として特別損失に計上しておりま
す。

満期保有目的の債券

国債
地方債
社債
その他

小計
国債
地方債
社債
その他

小計

種類

合　　計

貸借対照表計上額（百万円） 時価（百万円） 差額（百万円）

時価が貸借対
照表計上額を超
えるもの

時価が貸借対
照表計上額を超
えないもの

－
－
－
－
－
－

200
39,899
3,000
43,099
43,099

－
－
－
－
－
－

193
38,855
2,830
41,880
41,880

－
－
－
－
－
－

△ 6
△ 1,044
△ 169

△ 1,219
△ 1,219

その他有価証券

株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他

小計
株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他

小計

種類

合　　計

貸借対照表計上額（百万円） 取得原価（百万円） 差額（百万円）

貸借対照表計
上額が取得原価
を超えるもの

貸借対照表計
上額が取得原価
を超えないもの

1,110
6,898
3,204
13

3,681
1,175
9,184
147

370,541
85,507
77,932
207,101
40,953
411,643
420,827

441
6,843
3,168
12

3,662
1,030
8,315
168

396,226
92,524
84,737
218,964
42,710
439,106
447,421

668
55
36
0
18
145
868
△ 21

△ 25,685
△ 7,017
△ 6,804
△ 11,863
△ 1,757
△ 27,463
△ 26,594

58
188

13,269
984

14,501

区分
子会社株式（＊1）
非上場株式（＊1）
信金中金出資金（＊1）
組合出資金（＊2）
　　　合　　計

貸借対照表計上額
（単位：百万円）（＊1）子会社株式・非上場株式・信金中金出資金につ

いては、企業会計基準適用指針第19号「金融
商品の時価等の開示に関する適用指針」（令和
2年3月31日）第5項に基づき、時価開示の対
象とはしておりません。

（＊2）組合出資金については、企業会計基準適用指
針第31号「時価の算定に関する会計基準の適
用指針」（令和3年6月17日）第24-16項に基
づき、時価開示の対象とはしておりません。

（＊1）預け金のうち、期間の定めがないものは含めておりません。
（＊2）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が

見込めないもの、期間の定めがないものは含めておりません。
（注4）有利子負債の決算日後の返済予定額

預け金（＊1）
有価証券
　満期保有目的の債券
　その他有価証券のうち満期があるもの
貸出金（＊2）

合　　計

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
222,300

18,499
136,764
599,555
977,118

86,211

－
13,379
251,759
351,349

110,000

22,100
186,494
329,817
648,411

14,000

2,500
85,619
197,946
300,065

（単位：百万円）

（＊1）預金積金のうち、期間の定めがないものは含めておりません。

借用金
預金積金（＊1）

合　　計

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
200

141,957
142,157

－
1,198,615
1,198,615

－
21
21

－
2,179
2,179

（単位：百万円）

貸借対照表計上額 時　価 差　額
（単位：百万円）

（1）預け金（＊1）
（2）有価証券
　　　満期保有目的の債券
　　　その他有価証券
（3）貸出金（＊1）
　　　貸倒引当金（＊2）

　 金 融 資 産 計 　
（1）預金積金
（2）借用金（＊1）
　 金 融 負 債 計 　
デリバティブ取引（＊3）
　ヘッジ会計が適用されていないもの
　ヘッジ会計が適用されているもの

デリバティブ取引計

710,038

43,099
417,375

1,412,490
△ 9,461

1,403,029
2,573,544
2,572,021

200
2,572,221

2
－
2

704,990

41,880
417,375

1,389,701
2,553,948
2,573,489

198
2,573,687

2
－
2

△5,048

△1,219
－

△13,328
△19,595
1,467
△1

1,465

－
－
－

（＊1）預け金、貸出金、借用金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる金
額」が含まれております。

（＊2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊3）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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剰余金処分計算書 （単位：円）
科　目 令和6年度

当期未処分剰余金
剰余金処分額
利益準備金
普通出資に対する配当金
優先出資に対する配当金
特別積立金

繰越金（当期末残高）

4,972,209,396
4,270,663,140
500,000,000
270,663,140

－
3,500,000,000
701,546,256

令和5年度
4,302,704,470
3,795,375,568
500,000,000
273,325,568
22,050,000

3,000,000,000
507,328,902

役職員の報酬体系について

財務諸表の適正性について

　令和6年度における貸借対照表、損益計算書および剰余金処分計算書（以下、「財務諸表」という。）の適正性、

および財務諸表作成にかかる内部監査の有効性を確認しております。

令和7年6月19日
大阪シティ信用金庫

理事長　髙 橋 知 史

1．対象役員
　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、理事および監事をい
います。対象役員に対する報酬等は、職務執行の対価として支払う「基本報酬」およ
び「賞与」、在任期間中の職務執行および特別功労の対価として退任時に支払う
「退職慰労金」で構成されております。

（1）報酬体系の概要
【基本報酬および賞与】
　非常勤を含む全役員の基本報酬および賞与につきましては、総代会におい
て、理事全員および監事全員それぞれの支払総額の最高限度額を決定してお
ります。
　そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を、各理
事の賞与額については前年度の業績等をそれぞれ勘案し、当金庫の理事会に
おいて決定しております。また、各監事の基本報酬額および賞与額につきまし
ては、監事の協議により決定しております。

【退職慰労金】
　退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時に総
代会で承認を得た後、支払っております。
　なお、当金庫では、全役員に適用される退職慰労金の支払いに関して、主とし
て次の事項を規程で定めております。
　a．決定方法　　b．決定時期と支払時期

（2）令和6年度における対象役員に対する報酬等の支払総額

（注）1．対象役員に該当する理事は13名、監事は3名です。
2．上記の内訳は、「基本報酬」264百万円、「賞与」30百万円、「退職慰労
金」47百万円となっております。

　令和５年度および令和６年度の計算書類は、信用金庫法第３８条の２第３項の規定に基づき、ひびき監査法人の監査を受け

ております。

　なお、「賞与」は当年度中に支払った賞与のうち当年度に帰属する部
分の金額（過年度に繰り入れた引当金分を除く）と当年度に繰り入れた
役員賞与引当金の合計額です。
　「退職慰労金」は、当年度中に支払った退職慰労金（過年度に繰り入
れた引当金分を除く）と当年度に繰り入れた役員退職慰労引当金の合
計額です。

3．  使用人兼務役員の使用人としての報酬等を含めております。

（3）その他
　「信用金庫法施行規則第132条第1項第6号等の規定に基づき、報酬等に
関する事項であって、信用金庫等の業務の運営または財産の状況に重要な影
響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」（平成24年3
月29日付金融庁告示第22号）第2条第1項第3号および第6号ならびに第3
条第1項第3号および第6号に該当する事項はありませんでした。

2．対象職員等
　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫の職員、当
金庫の主要な連結子法人等の役職員であって、対象役員が受ける報酬等と同等額
以上の報酬等を受ける者のうち、当金庫の業務および財産の状況に重要な影響を
与える者をいいます。
　なお、令和6年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。

（注）1. 対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。
2.「主要な連結子法人等」とは、当金庫の連結子法人等のうち、当金庫の連結
総資産に対して2％以上の資産を有する会社等をいいます。

　 なお、令和6年度においては、該当する会社はありませんでした。
3.「同等額」は、令和6年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としており
ます。

4. 令和6年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受
ける者はいませんでした。

以上

区分 支払総額

（単位：百万円）

対象役員に対する報酬等 341

預金平均残高 （単位：百万円）

定期預金の固定・変動金利別残高 （単位：百万円）

貸出金平均残高 （単位:百万円、%）

貸出金の固定・変動金利別残高 （単位：百万円、％）

貸出金担保別内訳 （単位：百万円、％）

流動性預金
定期性預金
その他外貨預金等

令和6年度
1,261,306
1,338,074

568
2,599,950

令和5年度
1,267,724
1,364,763

746
2,633,234合　計

預金

（注）1．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金＋別段預金＋納税準備預金
2．定期性預金＝定期預金＋定期積金
3．その他外貨預金等には、非居住者円預金を含む。
4．国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

令和7年３月末
固定金利定期預金
変動金利定期預金
その他定期預金

1,305,126
39
18

令和6年３月末
1,299,546

42
19

（注）1．固定金利定期預金：預入時に満期日までの利率が確定する定期預金
2．変動金利定期預金：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期預金 

割引手形
手形貸付
証書貸付
当座貸越

令和6年度
20,380
11,249

1,343,073
23,386

1,398,088

構成比
1.4
0.8
96.1
1.7

100.0合　計

長期貸出
　固定
　変動
短期貸出
　固定
　変動
当座貸越
　固定
　変動

　固定
　変動

令和7年3月末 構成比

合　計

預金
有価証券
不動産
その他
保証協会等保証
保証
信用

令和7年3月末
34,350
907

313,404
495

637,398
93,210
332,723
1,412,490

構成比
2.4
0.1
22.2
0.0
45.1
6.6
23.6
100.0合　計

貸出金等

（注）短期貸出＝割引手形＋手形貸付＋外貨手形貸付

1,355,611
517,522
838,089
28,126
28,126

－
28,752
17,387
11,364

1,412,490
563,036
849,454

96.0
36.6
59.3
2.0
2.0
－
2.0
1.2
0.8

100.0
39.9
60.1

令和５年度
23,759
12,260

1,355,718
20,828

1,412,566

構成比
1.7
0.8
96.0
1.5

100.0

令和6年3月末 構成比

令和6年3月末
34,979
913

308,060
405

644,228
105,703
318,467
1,412,758

構成比
2.5
0.1
21.8
0.0
45.6
7.5
22.5
100.0

1,349,792
564,000
785,792
39,382
39,382

－
23,583
21,498
2,085

1,412,758
624,881
787,877

95.5
39.9
55.6
2.8
2.8
－
1.7
1.5
0.1

100.0
44.2
55.8
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